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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値

230,000

令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①公⺠館や交流センター、⽣涯学習センター等では、市⺠の多様な学習要求に応えるため、様々な講座等を開設していますが、⼀部の講座は、参加者が固定化・⾼齢化して
 おり、参加者数も減少傾向にあります。

 　今後は地域や⾼等教育機関等と連携し、社会の必要課題に対応した魅⼒的な講座等を開設すること、その成果を活かせる場所を作ることが求められています。
 　また、地域の伝統文化や歴史を、次の世代へ継承するため、小中学校等と連携し、学習機会の提供に努める必要があります。

②⼈⽣100年時代を迎え、誰もが⽣涯にわたり必要な学習を⾏い、その成果を⽣かすことができる⽣涯学習社会の実現を目指すためには、学習活動の拠点となる公⺠館等の
 計画的な維持管理、⽼朽化対策を⾏っていく必要があります。

③図書館は、幅広い年代が集い学べる、市内最⼤の情報拠点施設であるため、時代の変化・市⺠ニーズに対応した資料の充実、学習機会の提供に努める必要があります。ま
た、利⽤者の利便性向上を図るため、⽼朽化した施設整備・設備の計画的な修繕・維持管理を⾏っていく必要があります。図書館の利⽤者は減少傾向にあるため、図書館の
価値・魅⼒を広くＰＲし、⼊館者の増加を目指す必要があります。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-1　学習活動の充実

教育委員会事務局
社会教育課

90.0 90.0

80.0 80.0

ウ　投⼊コスト
合計

令和4年度施策評価シート

公⺠館等における講座参加者の満⾜度 ％ － 90.0 B

公⺠館等の施設利⽤者の満⾜度 ％ － 80.0 A

76.6 75.5

令和5年度

90.0 90.0

230,000 230,000

80.0 80.0 80.0

79.6 85.4

90.0

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-1-1

230,000 230,000
図書館来館者数 235,000 B

145,137 174,168

⽣涯学習機会の充実

①

評価コメント
　それぞれの地域にあった歴史や伝統文化を学ぶ講座、健康講座、防災講座など、趣味教養の枠を超え、地域の課題

 解決に向けた多種多様な学習の機会を提供している。
　小中学校へ参加を呼び掛けたり、公⺠館報での講座案内など、幅広い世代への情報発信を⼼掛け、開催時間も平

 日に限らず、夜間や休日にも開催し、受講しやすい環境を整えている。
　また、⽣涯学習センターでは、松山⼤学公開講座、愛媛⼤学の教授等を講師として招いた日本文学講座、新居浜

 ⾼専市⺠講座など、地域の教育機関と連携した事業を実施した。
　コロナ禍で講座の時期変更も余儀なくされたが、リモートを活⽤した学びを導⼊し、パソコンやスマホを通じてグループで
対話するなど新たな学びを提供することで満⾜度に繋がっている。

公⺠館等における講座参加者の満⾜度及び施設利⽤者の満⾜度では、利⽤者にアンケートを実施し、約８割の⽅から満⾜との回答が得ら
れた。今後は、アンケート結果を基に魅⼒ある講座構成及び学習環境整備に努め、満⾜度の向上を図る。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

⼈ 223,616

395,761

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

142,184 253,577

項目

総事業費（千円）

取組⽅針
 ･地域住⺠の要望や時代のﾆｰｽﾞに合った講座等を開催します。

 ･⽣涯学習施設で学んだことを還元し、活躍できる場所をつくります。
･小中学校等と連携し、地域の歴史・伝統文化について学ぶ機会を提

 供します。
･愛媛⼤学、松山⼤学、新居浜⾼専等と連携した事業等を実施しま
す。
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取組⽅針 評価コメント
･公共施設再編計画等に基づき、計画的な施設・設備の修

 繕、維持管理を⾏います。
･⽣涯活躍のまち基本構想に基づき、新たな拠点施設を整備
し、活⽤します。

　公⺠館及び交流センターなど⽣涯学習施設の維持管理については、利⽤者が快適で安全に施設利⽤
ができるように努めた。また、⾼齢者⽣きがい創造学園は、本館施設の耐震補強工事及び屋上防水改
修工事を実施した。

取組⽅針 評価コメント
･時代の変化、市⺠ﾆｰｽﾞに対応した資料を収集し、講座・ｾﾐ

 ﾅｰ等を開催します。
･図書館未利⽤者に対し、図書館の魅⼒をＰＲし、利⽤促進

 を図ります。
･図書館の⻑期的な維持管理計画を策定し、計画的な修繕
等を実施します。

コロナ禍ではあったが、別⼦銅山記念図書館開館３０周年記念として、幼児から⾼齢者まで幅広い世代
を対象にした例年にないイベントや企画展を実施し、図書館のPRと利⽤促進につながった。⽼朽化した施
設・設備の維持管理については、優先順位をつけ修繕更新工事を実施した。

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

施策の進捗状況は良好であるが、公⺠館及び図書館等の⽣涯学習施設の利⽤促進のため、今以上にホームページ、
市政だより、公⺠館報、SNSなどを積極的に活⽤し、多くの市⺠に魅⼒ある活動内容をＰＲする必要がある。
また、施設の⼀部設備では、⽼朽化が顕著であり、利⽤者が安全・安⼼して施設利⽤ができるよう、計画的に整備を⾏
い、限られた予算を有効活⽤する必要がある。

取組⽅針 評価コメント

5-1-3 図書館機能の充実

進捗状況

②

5-1-2 ⽣涯学習関連施設の充実

③

④

⑤

取組⽅針 評価コメント

B

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

271,465

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

143,839 127,626

項目

総事業費（千円）

取組方針
･市⺠が様々な⽂化活動を⾏えるよう、環境の整備、機会の

 拡充に努めます。
 ･⽂化芸術活動に取り組む団体と連携し、活動を支援します。

･⽼朽化した市⺠⽂化ｾﾝﾀｰに代わる新たな施設整備に着⼿し
ます。

⽂化芸術については、コロナ禍の影響もあり当該年度の目標値には届いていないが、感染対策を施しながら⼯夫してイベントの開催を⾏った。
今後については、コロナも5類へ移⾏され、⾏動制限が伴わなくなったとから、利⽤者数の増加にむけ魅⼒的なイベント実施に取り組んでいく。
⽂化財については引き続き重要な⽂化財の保存活⽤を⾏っていく。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

⽂化芸術活動の推進

①

評価コメント
コロナ禍のため⾏動制限等があり思ったような⽂化芸術活動ができなかったが、今後は5類への移⾏に伴
い、市⺠に質の⾼い魅⼒的な⽂化芸術を提供できるよう努めていく。
市⺠⽂化センターについては、令和４年度は市⺠検討委員会を設置し、新たな市⺠⽂化センターの整備
にあたってのコンセプトや基本的な方向性を定めた「新居浜市市⺠⽂化センター基本構想」を策定した。
引き続き、令和５年度は基本構想を踏まえ、さらに具体化された基本計画の策定を⾏い、新市⺠⽂化
センターの整備を推進する。

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための⼿段(事務事業)の構成は妥当か)
5-2-1

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

110 110 110

110 110

371,053

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

⽂化芸術施設利⽤者数 人 345,945 415,000 C

⽂化財指定登録件数 件 100 110 A

146,424 222,537

令和5年度

358,499 364,776

令和7年度 目標値令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

 ①本市では、多くの市⺠が⽂化を⾝近に感じ、創作、鑑賞など、様々な⽂化活動ができるまちを目指し、⽂化芸術に触れるための環境の整備、機会の充実を図ってきました。
　また、本市には令和元年度に創⽴70周年を迎えた新居浜⽂化協会があり、本市の⽂化芸術活動推進の牽引役となっていますが、担い⼿となっている⽂化芸術団体には、⾼

 齢化・会員減少・活動場所の不⾜等の課題が顕著となっており、今後も継続的に団体等が活動できるよう、活動支援を⾏う必要があります。
　今後においても、多くの市⺠、特に、次代を担う⼦どもたちが豊かな感性を育み、意欲と才能を伸ばすためには、より⼀層、⽂化芸術に触れる機会の拡充に努める必要がありま
す。また、平成27年度にあかがねミュージアムが建設され、本市における⽂化芸術活動の拠点となっている⼀方、市⺠⽂化センターの目標耐⽤年数（65年）は残り10年を切っ

 ており、⽼朽化が進んでいるため、建て替えの時期や場所、新施設の規模等について早期に検討、決定し、新たな施設建設に着⼿する必要があります。
 ②本市には、多様な歴史遺産や⽂化財が残っており、郷土芸能など地域に伝わる伝統⽂化もあります。

　貴重な⽂化財や伝統⽂化を次の世代に残し、継承していくためには、⽂化財や地域の伝統⽂化の価値や面白さを多くの方に知ってもらう必要があります。そのため、⽂化財をわ
かりやすく紹介することや、⽂化財を市⺠の財産として有効に活⽤することが求められています。また、地域とともに⽂化財を保存・活⽤し、まちづくりに活かすことを定めた改正⽂化
財保護法が平成31年４⽉に施⾏されました。今後、愛媛県が策定する「⽂化財保存活⽤⼤綱」を勘案し、「新居浜市⽂化財保存活⽤地域計画」の策定について検討する必
要があります。そのため、担い⼿が減少する伝統⽂化をいかにして継承していくかということに加え、⽂化財を専門的に調査解説することができる人材の育成も喫緊の課題となって
います。また、過去２度にわたり、新居浜市史が刊⾏されていますが、新たな学問成果や史料に基づいた新しい市史の編さんを求める声があります。

【基本目標】 5　人権・協働・社会教育・⽂化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-2　⽂化芸術の振興と歴史⽂化の継承

企画部
⽂化振興課

377,330 383,607

110 110
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B

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況

④

⑤

取組方針 評価コメント

②

5-2-2 ⽂化財・伝統⽂化の保存と歴史⽂化の継承

③

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

⽂化芸術の推進については、コロナ禍のため市⺠が⽂化芸術に触れる機会を⼗分に提供できなかったが、感染対策に取
り組みながら⽂化芸術の灯を消すことなく活動を推進できた。
新市⺠⽂化センターの整備や⽂化財の登録についても順調に進んでおり、引続き協議検討を重ねていく。

取組方針 評価コメント

進捗状況

取組方針 評価コメント
 ･⽂化財の適切な保存、継承、整備に努めます。

 ･地域に伝わる伝統⽂化の保存、伝承活動を支援します。
　現在、新たな指定⽂化財の登録を目指し、関係個所と調整中である。
　登録までには時間がかかるものであるが、市の宝物としての⽂化財について、当市⽂化財保護審議委員
会、地元等と協議し、順調に進⾏している。

取組方針 評価コメント
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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値

5

令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①⽇常からスポーツに親しんでいる⼈は年々減少傾向にあり、また、⼦どもの体⼒も低下傾向にあります。こうした状況の背景には、ライフスタイルの多様化や、地域コミュニティの希
 薄化による地域スポーツ活動が低迷している状況があり、その状況を改善するための取組が必要となっています。

②競技スポーツにおいては、近年、全国規模の⼤会へ出場する選⼿等が増加しており、より⼀層の競技⼒向上を図るため、指導者の育成や、選⼿等の経済的負担の軽減が求
 められています。

③体育施設の⽼朽化が進んでいるため、計画的な改修等を⾏う必要があります。また、現在の施設の規模・仕様では、プロスポーツや全国⼤会等の開催ができないため、現施設
の使⽤可能年数等を踏まえ、新居浜市総合運動公園構想に基づく、施設整備を検討する必要があります。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-3　スポーツの振興と競技⼒の向上

企画部
スポーツ振興課

65.0 65.0

500 500

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

成⼈の週1回以上の運動実施率 ％ 47.1 65.0 B

全国・国際⼤会出場⼈数 ⼈ 144 500 A

60.8 45.5

令和5年度

50.0 55.0

5 5

480 500 500

362 616

60.0

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための⼿段(事務事業)の構成は妥当か)
5-3-1

5 5
全国規模の⼤会やプロスポーツの開催回数 5 A

5 7

生涯スポーツの振興

①

評価コメント
市⺠体育間のリニューアルを契機に、指定管理者である（公財）新居浜市文化体育振興事業団が⾏っ
ている⾃主事業を拡充することで、指定管理者が主体的に本市スポーツ活性化を図るとともに、本市ス
ポーツの核となるように取り組んできた。あかがねマラソンも昨年度より、募集⼈員を増やし、感染症対策を
徹底しながら、コンパクトな⼤会運営を⾏い、実施することができた。愛媛ＭＰ公式戦も予定通り開催さ
れ、コロナの影響を受けながらも、より多くの⼈がスポーツをする、⾒るきっかけ作りに努めた。

スポーツ分野については、週１回以上の運動を⾏っている⼈は減少したものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、感染対策を
施しながら、徐々に各種⼤会を含めたスポーツ活動が実施された。当市においても全国高等学校総合⼤会ウエイトリフティング競技が実施さ
れ、全国から高校生が集い、熱戦を繰り広げ、交流を深めることができた。他の競技においても、全国⼤会等が⾏われ、延べ６１６⼈が参加
し、当市のスポーツ振興に寄与できたものと考える。目標値に近づけれるよう、ライフスタイルの多様化に応じたスポーツに取り組める環境づくりに
努めたい。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

回 4

124,394

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

66,379 58,015

項目

総事業費（千円）

取組方針
 ･多くの市⺠が体を動かす機会、場所を提供します。

･地域における指導者の育成に取り組みます。
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取組方針 評価コメント
･競技ｽﾎﾟｰﾂにおける指導者の育成や、全国⼤会に出場する

 選⼿等への⽀援を⾏います。
･ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂからﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄまで⼀貫した育成に取り組みま
す。

昨年から引き続き、スポーツ活動に制限の多い中で、スポーツ協会や関係機関と連携した強化練習や指
導者講習会が開催され、本市の選⼿の育成、強化、発掘に取り組むことができた。市内の様々な種目の
ジュニア選⼿の強化にも努めた。また、補助を⾏っている市内高校の７部活動についても、６部活が全国
⼤会出場するなど、継続した事業の実施により⼀定の成果が表れている。引き続きスポーツ合宿誘致によ
る競技⼒向上に努めるとともに、経済の活性化も図っていく。また、学生等に対する全国⼤会出場者への
⽀援も継続して⾏っていく。

取組方針 評価コメント
･市⺠が気軽にｽﾎﾟｰﾂを楽しめるよう、施設の維持管理に努め

 ます。
 ･市⺠にﾚﾍﾞﾙの高い競技ｽﾎﾟｰﾂを観戦する機会を提供します。

･⼤規模なｽﾎﾟｰﾂ⼤会や各種ｲﾍﾞﾝﾄが開催できる総合運動公
園の整備に向けた取組を推進します。

市内の既存の体育施設は⽼朽化が進んでいるが、安全・安⼼して利⽤できる施設となるため、維持修繕
を計画的に⾏い、市⺠が気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを⾏う。また、令和５年３⽉に策
定した総合運動公園基本計画を推進し、更なるスポーツ環境の整備に努める。

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

今年度も新型コロナウイルス感染症終息の兆しが⾒えないなか、基本的な感染対策を⾏いながら、それぞれが⼯夫をし、
各種⼤会を始めとするスポーツ活動が再開され、市⺠がスポーツに親しむ機会の創出や競技⼒の向上を図ることができ
た。また、全国高等学校総合⼤会ウエイトリフティング競技を実施することができ、スポーツ熱再興の⼀つの契機となったこ
と、スポーツに安全・安⼼して取り組める施設環境の整備に努めることできた。今後、更にスポーツに親しめる環境づくりに
対応していく必要がある。

取組方針 評価コメント

5-3-3 施設環境の整備

進捗状況

②

5-3-2 競技スポーツの振興

③

④

⑤

取組方針 評価コメント

B

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

281,277

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

214,433 66,844

項目

総事業費（千円）

取組方針
･旧端出場⽔⼒発電所及び住友⼭⽥社宅保存活⽤計画に
基づき、保存整備を図り、産業遺産全体の活⽤を推進しま

 す。
･旧広瀬邸（重要文化財・名勝）の保存活⽤計画を策定

 し、計画に基づく整備を実施します。
･産業遺産の調査研究を⾏い、国の登録有形文化財制度の

 活⽤を図ります。
･産業遺産の適切な維持管理・設備改修等を実施します。

　広瀬歴史記念館の令和４年度観覧者数は、依然として新型コロナウイルスの影響により伸び悩んだものの、徐々に回復基調にある。
別子銅⼭関連の各種情報発信回数については、コロナ下での情報発信に努めることにより、目標を上回ることができた。
塩⽥文化に関する学習の参加者⾃体は増えてきているが、理解度については目標を下回っており伸び悩んでいる状況である。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

％ －

別子銅⼭近代化産業遺産の保存活⽤・整備の推進

①

評価コメント
　旧端出場⽔⼒発電所については、⼀部周辺整備⼯事が未了であるが、⾒学に⽀障が出ないように安
全対策を施した上で⼀般公開を開始した。住友⼭⽥社宅については、２棟の限定公開を継続し、残る
建物の耐震補強等⼯事に着手した。旧広瀬邸については、国指定名勝内の建造物（8棟）の耐震診
断を実施した。いずれも保存活⽤計画に基づく整備と活⽤が図られている。

90.0 90.0
塩⽥文化に関する学習の参加者の理解度 90.0 B

90.0 88.0

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-4-1

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

90.0

10,000 12,000 14,000

9,190 12,654

10,000

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

広瀬歴史記念館（展⽰館・旧広瀬邸）観覧
者数 人 10,282 12,000 B

別子銅⼭関係情報発信回数 件 14,214 20,000 A

4,603 6,702

令和5年度

5,000 7,000

90.0

令和7年度 目標値

90.0

令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①本市発展の礎となった別子銅⼭の歴史や、近代化産業遺産の価値を後世に伝え、市⺠の誇りとして伝承していく必要があります。このため、旧端出場⽔⼒発電所や住友⼭
⽥社宅６棟などの産業遺産について、各保存活⽤計画に基づき整備を進めていますが、所有企業の理解のもと、マイントピア別子等と連携した産業遺産群全体の保存活⽤方
策についても検討する必要があります。また、旧広瀬邸（国指定重要文化財・名勝）などの産業遺産についても、重要文化財指定後、⽼朽化が進んでおり、早期に保存活⽤

 計画を策定し、耐震⼯事等に取り組む必要があります。
②別子銅⼭の近代化に携わった人々の功績や住友の企業精神を多くの方に知ってもらい、後世に伝承していく必要があります。このため、広瀬歴史記念館等において、様々な
企画展等を継続的に開催し、市⺠意識の醸成を図っていく必要があります。また、全国近代化遺産活⽤連絡協議会における会員間のネットワークを活⽤するとともに、市⺠団体
及び⾼校⽣による、他の産業遺産都市との交流、連携を図る必要があります。また、市⺠参加型まちづくりファンドとして創設された「あかがね基⾦」等を活⽤し、近代化産業遺産

 の保存⼯事等を実施しており、今後も、ふるさと納税制度等を通じ、基⾦の周知・育成に努める必要があります。
③多喜浜校区では、地域住⺠主導で塩⽥文化の保存・継承に取り組んでいますが、指導者が⾼齢化しており、今後、多喜浜塩⽥の歴史を伝える後継者の育成が課題となっ
ています。

【基本目標】 5　人権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-4　近代化産業遺産の保存活⽤・整備の充実

企画部
別子銅⼭文化遺産課

10,500 11,000

16,000 18,000
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C

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況

④

⑤

取組方針 評価コメント

②

5-4-2 別子銅⼭の歴史の伝承・情報発信

③

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

　旧端出場⽔⼒発電所及び住友⼭⽥社宅については、令和４年度完了予定の⼯事の⼀部を次年度に繰り越すことと
なり、やや整備が遅れているが、現状での活⽤を図りながら整備を進めていく。旧広瀬邸については、概ね保存活⽤計画
に従い事業を実施できた。今後についても、文化庁と協議を重ねながら、耐震対策を含む整備⼯事に向けた事業を実
施する。
　多喜浜塩⽥に関する事業等への参加者が増えてきており、また後継者についても数人ではあるが育成ができている。今
後も多喜浜塩⽥について市内外に広く周知するとともに、後継者の育成も継続して⾏う。

取組方針 評価コメント

5-4-3 多喜浜塩⽥文化の保存・継承

進捗状況

取組方針 評価コメント
･企画展の開催等により、別子銅⼭の歴史を広く発信するとと

 もに、各種ﾒﾃﾞｨｱ等の積極的な活⽤により後世に伝承します。
･全国近代化遺産活⽤連絡協議会等のﾈｯﾄﾜｰｸを活⽤し、広

 域での近代化産業遺産に関する情報発信の充実を図ります。
･ふるさと納税制度等を通じ、「あかがね基⾦」の⼀層の周知を
図ります。

　広瀬歴史記念館において特別企画展を開催し、情報発信・意識醸成を図った。今後においても、広瀬
歴史記念館での企画展を毎年度継続するとともに、新たな企画展の開催や関係団体等との連携により
情報発信の強化を図る。
　また、全国近代化遺産活⽤連絡協議会のHPにおいて旧端出場⽔⼒発電所の動画を公開するととも
に、東京で実施された近代化遺産フォーラムの展⽰に参加して情報発信を⾏った。
　あかがね基⾦については、令和３年度より、ふるさと納税制度からの財源充当がなくなり、寄附等の実績
も０件であった。

取組方針 評価コメント
･多喜浜塩⽥の歴史を多喜浜校区以外でも周知し、新たな
担い手を育成します。

　昨年度に⽐べると市内外から参加する各種団体や個人、⼩学校のふるさと学習を実施する学校も増え
てきている。後継者の育成については、PTAへの参加の呼びかけに加え、⾃治会員への説明会、活動内
容まとめた資料の作成等を⾏い、後継者ができているため、今後も引き続き⾏いたい。
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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値

30

令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①市⺠⼀⼈ひとりが、⼈権についての正しい認識を持ち、⼈権尊重意識を⾼めるため、校区単位等で様々な啓発事業を実施しているほか、様々な機会に市⺠が集い、語り合う
ための場づくりに努めています。また、市政だよりへの⼈権啓発に関する特集記事の掲載や、⼈権に関するリーフレットの作成、配布、ＣＡＴＶの⾏政広報番組などによる啓発活

 動にも努めています。
　しかしながら、近年、事業への参加者が固定化するとともに、減少傾向にあるため、来場者アンケートの意⾒等を参考にしながら、参加者を増やすための⽅策を検討、実施して

 いく必要があります。また、作成配布するリーフレット等についても、読みやすくわかりやすい誌面づくりに努める必要があります。
②⼩中学校においては、様々な⼈権問題について、正しい認識を深め、全教育活動を通じて、差別を「しない、させない、許さない」児童・⽣徒を育成するための教育を実践して

 いますが、⼈権・同和教育に関する学習活動への参加率は低下傾向にあります。
　今後においては、より⼀層、学校、家庭、地域が連携を強化し、それぞれの場所において⼈権が尊重されるための学びを実施し、児童・⽣徒だけでなく、保護者への啓発にも積

 極的に取り組んでいく必要があります。
③複雑・多様化する様々な⼈権侵害による被害者の救済を図るためには、気軽に相談できる窓口を設置し、その存在を広くＰＲするとともに、⼈権に関わる関係機関との連携
体制をより⼀層強化していく必要があります。また、⼈権啓発活動の拠点となる隣保館（瀬⼾会館）や⼤島教育集会所は経年劣化による⽼朽化が進んでいるため、施設及び
設備の計画的な修繕が必要となっています。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-5　⼈権の尊重

教育委員会事務局
⼈権教育課

70.0 70.0

12,000 12,000

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

⼈権に関する３法の認知度（平均） ％ 46.3 70.0 B

校区別⼈権・同和教育懇談会参加者数 ⼈ 11,568 12,000 C

46.3 46.3

令和5年度

50.0 50.0

30 30

12,000 12,000 12,000

7,179 8,395

50.0

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-5-1

30 30⼈権相談援助件数（関係機関への紹介、法
律上の助⾔等） 30 B

25 29

社会における⼈権・同和教育及び啓発の推進

①

評価コメント
校区別⼈権教育市⺠講座、お茶の間⼈権教育懇談会、組織・企業講座、⼈権のつどい⽇等を可能な
限り実施することで、市⺠⼀⼈⼀⼈の⼈権意識の振り返りや向上を図った。「ふれ愛フェスタ〜ハートFULL
新居浜〜」においては、様々な⼈権問題に関する関⼼を⾼め、市⺠の⼈権尊重の意識を⾼めることがで
きた。市政だよりに年２回のリーフレット「⼈権啓発特集号」を折込み、幅広く市⺠に対し⼈権啓発を図っ
ている。

成果指標のうち、⼈権に関する３法の認知度（平均）については、新居浜市⼈権に関する意識調査を５年ごとに実施（次回は令和６年
度予定）することから、今年度は算出できないため現況値据置きとする。校区別⼈権・同和教育懇談会参加者数については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、⼈数制限等がなされたことにより目標値は達成できなかった。⼈権相談援助件数については、広報誌やＨＰ等に
よる周知に努めており、相談件数も増えているが、担当課のみで解決することが困難な相談事例については、法務局や県、庁内関係課所等
と連携及び協⼒しながら、早期の問題解決にあたっている。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

件 13

23,035

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

11,395 11,640

項目

総事業費（千円）

取組⽅針
 ･学習内容や実施⽅法について、創意工夫を図ります。

 ･市⺠が参加しやすく、親しみが持てる事業の実施に努めます。
･市政だより特集記事やﾘｰﾌﾚｯﾄ、ＣＡＴＶ広報番組は、ｲﾗｽ
ﾄ等を使用し、⼈権に関⼼を持ってもらえる誌面・映像作りに努
めます。
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取組⽅針 評価コメント
･⼈権が尊重される家庭・地域・職場づくりを推進するため、学

 びの場を提供します。
 ･⼦どもからの啓発活動を⾏います。

･市政だよりや各公⺠館広報、CATV等を活用した啓発を⾏い
 ます。

･学校運営協議会、県⼈教新居浜支部、⼈権擁護委員や
関係団体等と連携した事業を推進します。

学校と県⼈教新居浜支部が連携し、校区別⼈権・同和教育懇談会等の開催等を⾏った。また、⼩・中・
⾼等学校が連携し、各学校における教育活動の中で、発達段階に応じ⼈権尊重の意識を育み、差別の
現実から深く学び、様々な⼈権問題に対する正しい考え⽅を学習することによって差別を「しない、させな
い、許さない」児童・⽣徒の育成に取り組んでいる。また、児童・⽣徒に⼈権・同和教育に関する正しい理
解と認識を育成するため、まずは教員が正しい理解と認識を持てるよう、各種懇談会や研修会を重ねるこ
とも重要と考える。学校、⼈権擁護委員、市等が連携した事業としては、市内１か所の⼩学校において、
愛媛FCによるサッカー教室及び⼈権の花運動等を開催し、⼈権の⼤切さについて考えてもらう機会を提供
している。

取組⽅針 評価コメント
･⼈権侵害による被害者を早期に救済する体制の整備が必要
であるため、⼈権に関わる関係機関との連携・充実を図りま

 す。
･⼈権啓発活動の拠点となる施設を適正に維持管理します。

複雑化・多様化している⼈権問題に対応するため、平成３０年８⽉から⼈権教育課内に⼈権相談窓
口を設置するとともに、市政だよりやHP等による広報も⾏いながら、市⺠からの様々な相談に対応してい
る。
⼈権啓発活動の拠点となる瀬⼾会館や⼤島教育集会所については、計画的な修繕を順次⾏いながら、
今後も施設・設備の適正な管理に努めていく。

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

市⺠⼀⼈ひとりの⼈権意識の⾼揚を図るため、県⼈教新居浜支部の各部会の活動、お茶の間⼈権教育懇談会をはじ
めとする各種⼈権啓発講座等については、様々な場において積極的に開催し、⼈権教育・啓発の推進に努めた。
また、⼈権のつどい⽇や地区別⼈権教育市⺠講座では、部落差別をはじめとする様々な⼈権問題についてより多くの市
⺠が学ぶことで、⼈権が尊重される家庭・地域・職場づくりを推進することができた。ただ、令和４年度の各講座等への参
加者については、学校関係者や⾏政職員に多数参加していただいたものの地域住⺠の参加者が少数であったため、今
後はより多くの地域住⺠が参加できるよう、広報等によるPRも含め、開催内容及び⽅法等についてさらに検討していく必
要がある。

取組⽅針 評価コメント

5-5-3 ⼈権擁護体制の充実

進捗状況

②

5-5-2 学校における⼈権・同和教育の推進

③

④

⑤

取組⽅針 評価コメント

B

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①男⼥共同参画に対する意識は毎年のフォーラム・講演会の開催等によりある程度浸透してきているものの、習慣や慣⾏、世代間での相違等によりまだ⼗分とはいえない状況で
 す。市⺠が広く関⼼と理解を深め、男⼥共同参画社会の意識の⾼揚を図っていく必要があります。

　誰もが暮らしやすい社会の実現を目指して、⼥性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に努めるとともに、働き⽅改⾰の推進に向けても積極的に取り組んでいますが、⼈材不
 ⾜などを理由に取組の進んでいない事業所も多く、取り組みやすい環境づくりを進める必要があります。

 　委員会・審議会等への⼥性の登⽤については、政策・⽅針決定過程への⼥性参画が重要であることから、さらなる参画率の向上を図る必要があります。
 　⼥性総合センターについて、男⼥共同参画社会づくりの活動と交流の拠点として様々なニーズに対応した取組や安全安⼼に利⽤できる施設の計画的な整備が必要です。

②配偶者暴⼒相談⽀援センターについては、相談から⾃⽴⽀援まで関係機関と連携した被害者⽀援を⾏っており、⾝近な相談窓⼝として認知されてきていますが、さらなる周知
とＤＶ防⽌啓発により暴⼒を許さない社会づくりに努める必要があります。また、被害者の⾃⽴まで総合的に⽀援を⾏うため、関係機関との連携を強化するとともに、相談員の資
質向上・養成のための計画的な取組が必要です。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-6　男⼥共同参画社会の形成

市⺠環境部
男⼥参画・市⺠相談課

27 30

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

新居浜市⼥性活躍等推進事業所認証数（合
計） 事業所 12 50 A

新居浜市配偶者暴⼒相談⽀援センター認知
度 ％ 20.6 40.0 D

18 21

令和5年度

18 21 24

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-6-1 男⼥共同参画社会の推進

①

評価コメント
令和4年度は新型コロナウイルスの影響により、⼥性連合協議会との共催である⼥性フォーラムや、⼥性総合セン
ター主催のウイメンズまつり等、中⽌となったイベントもあるが、8⽉の男⼥共同参画週間に合わせ、広報やロビー展
等を通じ、男⼥共同参画に対する意識の⾼揚を図った。また、にいはま⼥性ネットワークによる若手・中堅⼥性リー
ダーの育成により、男⼥共同参画社会の推進が図られており、事務事業の構成は妥当である。今後は、⼥性⼈
材バンクの活⽤等により、更なる男⼥共同参画社会の推進を図る。なお、⼥性総合センターについては、⽼朽化
が進んでいることから、既存の施設整備計画の⾒直しを図り、計画的な施設整備を図る。

新居浜市⼥性活躍等推進事業所認証数については、年３〜４事業所を新たに認証することにより、目標値を達成することができる。
新居浜市配偶者暴⼒相談⽀援センター認知度については、ＤＶ相談員養成講座や、パープルリボン・オレンジリボンキャンペーンでのＤＶ・児
童虐待防⽌啓発講演会による周知を図り、認知度を上げていく。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

9,536

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

4,630 4,906

項目

総事業費（千円）

取組⽅針
･男⼥共同参画に対する意識の⾼揚に向けた講演会やｲﾍﾞﾝﾄ

 参加への働きかけに努めます。
 ･⼥性活躍やﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの推進を図ります。

 ･審議会・委員会への⼥性の参画率の向上に努めます。
･⼥性総合ｾﾝﾀｰの利⽤促進、計画的な施設整備を図ります。
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取組⽅針 評価コメント
･⾝近な相談窓⼝として配偶者暴⼒相談⽀援センターのＰＲ

 に努めます。
･ＤＶに関する総合的な⽀援を⾏うため、関係機関との連携

 の強化を図ります。
･ＤＶ相談員の専門性を⾼め、相談体制の充実を図ります。

ＤＶ対策の推進については、平成25年に新居浜市配偶者暴⼒相談⽀援センターを設置し、⾝近な相談窓⼝と
して、ＤＶ被害者の相談・⽀援に取り組んでいる。⽀援が多岐にわたる場合は、市関係課のほか、県。警察署、
社会福祉協議会等関係機関と連携し、被害者⽀援のワンストップサービス化を図っている。また、NPO法⼈新居
浜ほっとねっととも情報共有、連携を図っており、事務事業の構成は妥当である。
今後は、国や県の研修等を活⽤した、DV相談員の専門性の向上におり、更なるDV対策の推進を図る。

取組⽅針 評価コメント

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

　成果指標の実績値は、目標値に対しての進捗度合いは低い数値であるが、⼥性活躍等推進事業所の認証数についても、着
実に増加している。なお、配偶者暴⼒相談⽀援センターの認知度については、５年に１度のアンケート調査を令和６年度に実
施する予定であるが、毎年数値として評価可能な指標ではないため、⾒直しを検討する。
　男⼥共同参画社会の推進については、リーダーズスクール、⼥性連合が主催する新春特別講演会と男⼥共同参画社会づくり
講演会を開催。多くの市⺠が参加して男⼥共同参画社会づくりに向けて学びを深める機会を提供できた。委員会等の⼥性の参
画率は、前年度より上昇したが、⼥性⼈材バンク等を活⽤し、参画率の向上に取り組む。
DV対策の推進については、配偶者暴⼒相談⽀援センターを核とし、市・県等の関係機関との連携を密にし、被害者に寄り添っ
た⽀援に努める。また、DV相談員の資質向上を図るとともに、DV相談員養成講座や講演会・ロビー展を開催し、DV被害防⽌
に向けての啓発に取り組む。

取組⽅針 評価コメント

進捗状況

②

5-6-2 ＤＶ対策の推進

③

④

⑤

取組⽅針 評価コメント

B

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①⾃治会加⼊率については減少傾向にあり、役員のなり⼿がいないなど⾃治会活動に⽀障が出ていることから、持続可能なコミュニティ組織の運営や⼈づくりに取り組む必要があ
ります。また、⾃治会館、放送設備などのコミュニティ施設の⽼朽化が進んでおり、⾃治会員の減少等により財政基盤等が弱まっている中、修繕等に対する財政⽀援が必要に

 なっています。特に、⾃治会館については、地域の防災、コミュニティの拠点としての機能充実が求められています。
②地域のまちづくりを推進するため、⾃治会をはじめ様々な団体が活動していますが、個々の目的に限定され、団体間のネットワークが不⾜していることから、地域で総合的にまち
づくりを推進する組織づくりが求められています。地域の特性を生かしつつ、コミュニティの活性化に向け組織や拠点の在り方を考える必要があります。また、職員が地域の活動を⽀
援する地域⽀援員制度が発⾜しましたが、今後は地域と⾏政の協働による地域コミュニティづくりの推進体制を構築する必要があります。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-7　地域コミュニティの充実

市⺠環境部
地域コミュニティ課

48 51

6 10

ウ　投⼊コスト
合計

令和4年度施策評価シート

コミュニティ活性化事業実施数 事業 38 54 B

地域運営組織設⽴数 団体 0 18 A

36 40

令和5年度

39 41

0 2 6

0 2

45

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための⼿段(事務事業)の構成は妥当か)
5-7-1 地域コミュニティ活動への⽀援

①

評価コメント
　連合⾃治会と協働し⾃治会加⼊を促進する取り組みを⾏うとともに、⾃治会の活性化を図るための必
要な財政⽀援及びｿﾌﾄ⾯での活動への⽀援を継続して⾏っている。また、地域のｺﾐｭﾆﾃｨ活動の拠点及び
防災拠点として、⾃治会施設・設備の整備等に対する事業費助成⽀援を⾏っており、引き続き各取り組
みを継続して地域コミュニティ活動が充実するよう⾏政の⽀援を⾏っていくことが重要であり、事務事業構
成については妥当である。

新型コロナウイルス感染症の影響はあったが、コミュニティ活性化事業は概ね目標に近い事業が実施された。地域課題の解決に向けた取り組
みを⾏う地域運営組織の設⽴については、令和３年度及び令和４年度の２か年でモデル事業を実施していた２校区について、新しい組織
を設⽴することができた。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

216,960

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

113,233 103,727

項目

総事業費（千円）

取組方針
･⾃治会の活性化を図るため、必要な財政⽀援及びｿﾌﾄ⾯で

 の活動への⽀援などの充実強化に努めます。
･地域のｺﾐｭﾆﾃｨ活動の拠点及び防災拠点として、⾃治会施

 設・設備の整備等に対する⽀援を⾏います。
･地域の各種団体等と連携し、魅⼒ある地域づくりに向けｺﾐｭﾆ
ﾃｨの活性化を図ります。
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取組方針 評価コメント
･地域住⺠が中⼼となって地域課題の解決に向けて取り組む

 地域運営組織の形成に向けた取組を進めます。
･地域と⾏政との協働を推進するため、⼈的、財政⽀援体制
の構築を図ります。

地域課題の解決に向けた取り組みを⾏う地域運営組織の設⽴に向けて、令和３年度から２か年でモデ
ル事業を進めた２校区について新しい運営組織が設⽴した。今後は、モデル地区の取組状況や課題等を
評価し、そのプロセスや成果を公開し、市内の全ての地区への展開を目指す必要があり、⾏政の⼈的、財
政的⽀援体制について構築を図っていくことが重要であり、事務事業構成については妥当である。

取組方針 評価コメント

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

　多様化する価値観や生活スタイルが⼤きく変容している最中に、３年以上のコロナ禍を経験したことによって、住⺠と地
域コミュニティの関わり方がより⼀層希薄になることが予想されており、地域の特性を活かしつつ地域と⾏政の協働による
持続可能な地域づくりのシステムを早期に構築する必要がある。
　地域住⺠が中⼼となって地域課題の解決に向けて取り組む地域運営組織については、令和３年度からの２か年のモ
デル事業を経て、２校区において新しい運営組織が設⽴されたが、他校区においても地域と⾏政との協働を推進するた
め、モデル事業を評価検証し、⼈的、財政⽀援体制の仕組みづくりを進めていく必要がある。
　⾃治会の活性化のための⼈的及び財政⽀援は継続していくとともに、だれでも加⼊しやすい運営体制づくり、⾃治会の
加⼊促進や活性化方策について引き続き市連合⾃治会とも連携をして進める必要がある。

取組方針 評価コメント

進捗状況

②

5-7-2 地域再生への体制づくり

③

④

⑤

取組方針 評価コメント

C

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

令和7年度 目標値令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①地域の多様な主体が連携、協働し社会全体の公共サービスの質の充実が求められている中、協働のまちづくりを具体的に推進するための体制及び制度の構築に取り組む必
 要があります。

　ボランティア活動への関⼼が⾼まる中、様々な世代がまちづくりへの関⼼を⾼め、活動に参加したいと思う⼈が気軽に参加でき、活動を⻑く続けるための体制づくりを構築する必
 要があります。

　協働のまちづくりに向け、まちづくりを担う⼈材の育成が求められており、マネジメント⼒の向上に繋がる⼈材育成が必要であるとともに、市職員にも協働への意識改⾰や能⼒開
 発が求められています。

②市⺠のまちづくり活動を継続するために、活動に関する情報の提供や広報の強化などにより、市⺠の認知度を⾼める必要があります。また、活動に関する相談機能の充実ととも
に会議や作業スペース、機器の提供などの⽀援の充実が求められています。さらに、市⺠団体等とのネットワーク確⽴やコーディネートの充実による新たなサービスの創出が期待さ

 れています。
　社会の多様なニーズに応えるために、協働オフィスやボランティア・市⺠活動センターなど市⺠のまちづくりを⽀援する中間⽀援組織の機能強化を図り、市⺠活動団体やＮＰＯ
間の連携やコーディネートを進める必要があります。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-8　多様な主体による協働の推進

市⺠環境部
地域コミュニティ課

1,020 1,030

60 60

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

中間⽀援組織登録数 団体 973 1,073 D

NPO 法⼈設⽴数 団体 40 60 C

965 0

令和5年度

993 1,000

60 60 60

40 39

1,010

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-8-1 協働のまちづくりを推進する体制づくり

①

評価コメント
令和３年度から公益的なボランティア活動にあかがねポイントを付与ボランティアポイント制度の創設や、ボ
ランティアを募集する団体とボランティアをしたい⼈をマッチングさせるためのボランティア情報サイトを開設し、
ボランティア活動の⽀援に努めた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利⽤者は低調と
なっている。事務事業構成については妥当である。

中間⽀援組織としての活動が年々低調となったこと等の理由から、令和３年度末をもって中間⽀援組織が不在となっているため、「中間⽀援
組織登録数」という指標が適さなくなっている。
NPO法⼈については、設⽴したものの休⽌状態となり、事業報告書の提出等の義務を果たしていない団体が多いため、法に基づく認証取消
も視野に指導していることから、更に減少する可能性が⾼い。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

34,271

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

21,668 12,603

項目

総事業費（千円）

取組方針
･協働のまちづくりを進めるための推進体制や制度の整備を進

 めます。
･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参加するきっかけづくりや活動しやすい体制づ

 くりに取り組みます。
･協働のまちづくりを担う⼈材の育成を図ります。
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取組方針 評価コメント
･まちづくり協働ｵﾌｨｽなど中間⽀援組織のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄやﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

 の強化を図り、市⺠活動の活性化を進めます。
･市⺠活動団体の交流や連携を進め、新たな活動やｻｰﾋﾞｽの

 創出を図ります。
･新たなNPO の設⽴を⽀援し、多様な公益ｻｰﾋﾞｽの提供を目
指します。

中間⽀援組織としての活動が低調となっていること等を理由に、令和３年度末をもって、まちづくり協働オ
フィスを休館した。令和４年度からは、ミーティングスペースの提供や機器の貸出しを⾏う無⼈の市⺠活動
サロンとして運営を⾏っている。今後、中間⽀援組織の役割や在り方等について検討していかなければなら
ない。ＮＰＯ法⼈の設⽴について、新たに認証申請はなかったが、現在義務を果たしていない団体の指導
を強化し、既存団体の質の向上を図ることができた。
事務事業構成については、他施策との重複もあり⾒直し検討が必要である。

取組方針 評価コメント

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

ボランティア活動を通じた市⺠の活動については、ボランティアポイントの創設やボランティア情報サイトの開設により⽀援を
進めているものの、コロナ禍の影響で大きな進捗がなかった。多様な主体をけん引する役割をに担う中間⽀援組織につい
ては解散に⾄ったことから、市⺠活動団体等のニーズや情報収集に努め、今後の在り方を検討していく必要がある。
ＮＰＯ法⼈に対する⽀援については、新規設⽴の⽀援を継続するとともに、既存団体への⽀援を強化し、義務を果たし
ていない団体については、関係機関と協⼒して認証取消を視野に、適切な指導に取り組む。

取組方針 評価コメント

進捗状況

②

5-8-2 市⺠のまちづくり活動への⽀援

③

④

⑤

取組方針 評価コメント

C

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況
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※上段︔目標値　下段︔実績値

24,104

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

10,106 13,998

項目

総事業費（千円）

取組方針
･友好都市との交流を継続して進めるほか、市⺠と外国との交

 流を推進します。
･国際社会に主体的に対応できる能⼒や態度などを備えた⼈
材育成を進めます。

　新居浜市国際化基本指針の中で、国際ボランティアの役割として期待するものとして、多文化講座、ホームステイの受入、通訳ガイド、翻
訳、⽇本語教師などと定めたが、全て国際交流協会が実施しているため、現在ボランティアを募集していない。市独⾃でボランティアを募集する
必要があるのかどうかも含めて中間⾒直し時に指標を整理したい。

評価コメント

単位

a　指標分析（指標目標
にむかっているのか）

⼈ 117

国際交流の推進

①

評価コメント
　友好都市である徳州市との交流については、担当者同⼠で連絡を取れる体制を維持しているが、社会
情勢もあり進展がない。⼀方で、国際交流員の出⾝国であるマレーシア（スバンジャヤ市）、職員が訪問
したインドネシア（クブラヤ県）などと友好交流を実施出来た。
　また、国際交流員が、中学校、⾼校、⾼専などで、多文化共⽣社会の理解促進のための特別事業等
を実施した。令和５年度からは職員研修にも多文化共⽣社会の理解促進研修を組み込むこととしてい
る。事務事業構成については妥当である。

305 305
国際交流協会会員数 305 D

121 103

b　基本計画毎の事務事業構成の適正性(施策意図を達成するための手段(事務事業)の構成は妥当か)
5-9-1

エ　施策評価

イ　成果指標

ア　施策の概要

進捗状況指標名 現況値 令和3年度 令和4年度

305

24 24 24

22 21

200

ウ　投入コスト
合計

令和4年度施策評価シート

国際ボランティア登録者数 ⼈ 0 200 D

外国⼈交流事業数 事業 10 24 B

0 0

令和5年度

200 200

305

令和7年度 目標値

305

令和6年度

現況と課題

まちづくりの目標 担当部局名
施策番号・施策名 担当課所室名

①友好都市である中国徳州市との交流をはじめ、外国との都市間交流を積極的に進める必要があります。また、若い世代の国際感覚と国際理解を深めるため、学⽣や市⺠と
 外国との交流を進める必要があります。

②本市に在住する外国⼈は増加を続けており、多様な⾔葉と文化を尊重したまちづくりが求められています。そのため、⽣活に必要な様々なサービスを充実させ、外国⼈が安⼼し
て暮らせる多文化共⽣のまちづくりを進める必要があります。また、外国⼈を地域で受け入れるために、国際感覚豊かな⼈材の育成とともに、受入体制の整備や多文化共⽣社会

 構築の気運醸成のための各種の事業を展開する必要があります。
　製造業や建設業、サービス業などで外国⼈労働者が年々増加していることから、外国⼈労働者の雇⽤動向の把握に努めるとともに、受入企業等と連携して職業相談機能の

 充実など働きやすい就業環境の整備を進めることが重要になっています。
③本市に在住する外国⼈に対する⽣活⽀援と地域の国際化を推進する拠点として新居浜市国際交流協会が設⽴されましたが、今後は協会の活動の充実強化に努めるととも
に、国際交流に関する情報の共有、関係機関等との連携を図る必要があります。

【基本目標】 5　⼈権・協働・社会教育・文化・ｽﾎﾟｰﾂ・ｺﾐｭﾆﾃｨ
 5-9　国際化の推進

市⺠環境部
地域コミュニティ課

200 200

24 24
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C

c　総合評価(施策の進捗
状況と今後の展開、事業
の⾒直し等)

進捗状況

④

⑤

取組方針 評価コメント

②

5-9-2 多文化共⽣社会の推進

③

順調に進んでいる
A B C D

概ね順調に進んでいる やや遅れている 非常に遅れている

　成果指標としている「国際ボランティア登録者数」は取り組めていない。また、「国際交流協会の会員数」についても伸び
悩んでいるため、やや遅れていると評価した。
　ただ、国際交流協会が中⼼となって、外国⼈交流事業などは実施出来ており、また、インドネシアクブラヤ県との交流を
開始したり、マレーシアとのオンライン交流会を開催するなど、新たな事業に取り組むことは出来ている。まずは、外国⼈交
流事業を増加させることで、国際交流事業に触れてもらい、市⺠の理解促進を図り、国際交流協会の会員数の増加に
取り組みたい。

取組方針 評価コメント

5-9-3 国際化を進める体制づくり

進捗状況

取組方針 評価コメント
 ･⽇本語学習⽀援の充実に努めます。
 ･外国⼈⽣活⽀援の充実を図ります。

 ･国際理解講座などを開催します。
･外国⼈の地域社会やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの参画を促進し、住みやすい
共⽣のまちづくりを進めます。

　にいはま⽇本語の会が中⼼となって、在留外国⼈に対して、⽇本語教室を実施するとともに、外国⼈が
⽣活する上での困りごとを⼀元的に受付する外国⼈相談窓⼝を国際交流協会に開設した。
　また、外国の⾔語や料理などをを紹介する講座を実施することで、市⺠の国際理解の推進に努めた。外
国⼈の地域社会参画については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、具体的な活動は実施出来な
かった。事務事業を国際交流協会へ集約をしていることから、5-9-3との統合を検討すべきである。

取組方針 評価コメント
･新居浜市国際交流協会を中⼼に地域の国際化の取組を推

 進する体制づくりを進めます。
･国際化を推進する企業、団体等と連携し、情報共有、相互
協⼒を図ります。

　任意団体であり、会費収入だけでは運営が難しい国際交流協会の運営を補助するとともに、国際交流
事業の実施を委託して同団体の充実・強化に努めた。
　また、技能実習⽣を受け入れている企業からの要望で、企業内で⽇本語教室を開催したり、留学⽣を
受け入れている⾼専などと連携して各種⾏事を実施するなど、相互協⼒体制を構築出来た。事務事業に
ついては、5-9-2の事業も含めて国際交流協会で実施していることから統合を検討すべきである。


